
さいたま市告示第３１１号 

さいたま市水道局告示第１６号 

 

 平成２１･２２年度のさいたま市及びさいたま市水道局が発注する建物管理等、警備及び清

掃の業務に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加を希望する者の資格審査に関する格付

の方法を定めたので、次のとおり公表します。 

 

平成２１年３月２５日 

                   さいたま市長   相 川  宗 一 

 

 

 

                            浅 子   進 

 

 

１ 格付の方法 

格付は、２に定める資格審査数値を基に、３に定める格付基準に従って、業務ごとに行う

ものとする。 

 

２ 資格審査数値 

資格審査数値は、次に掲げる項目ごとに示した表にある区分の対応する数値を合計した総合

数値とする。 
ただし、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合の

うち、官公需適格組合の証明を受けた者であって資格審査に係る業務の官公需適格組合

（以下「組合」という。）の算出方法の特例の適用を希望する者については、次に掲げる

項目ごとに、当該組合と５以内の組合員（当該組合の理事並びに当該組合の理事又は組合

員が代表者となっている法人を含む。以下同じ。）の合計値を用いて算出するものとする。 
(ア) 年間平均売上高 
(イ) 自己資本の額 
(ウ) 流動比率 
(エ) 自己資本比率 
(オ) 従業員数 
(カ) 障害者雇用状況 
 

（１） 平均売上額 

売上額 
２０億円以上 １５億円以上

２０億円未満

１０億円以上

１５億円未満

７億円以上

１０億円未満

４億円以上 

７億円未満 

３億円以上 

４億円未満 

数 値 ３５ ３３ ３１ ２９ ２７ ２５ 

さいたま市水道

事 業 管 理 者 



売上額 
２億円以上 

３億円未満 

15 千万円以上

２億円未満 

１億円以上 

15 千万円未満

８千万円以上

１億円未満 

６千万円以上 

８千万円未満 

45 百万円以上

６千万円未満

数 値 ２３ ２１ １９ １７ １５ １３ 

売上額 
３千万円以上

45 百万円未満 

２千万円以上

３千万円未満

１千万円以上

２千万円未満

５百万円以上

１千万円未満

５百万円未満 

数 値 １１ ９ ７ ５ ３ 

 

（２） 自己資本の額 

自己資 

本の額 

１億円以上 ８千万円以上

１億円未満 

６千万円以上

８千万円未満

45 百万円以上

６千万円未満

３千万円以上 

45 百万円未満 

２千万円以上

３千万円未満

数 値 １５ １４ １３ １１ ９ ７ 

自己資 

本の額 

１千万円以上

２千万円未満

５百万円以上

１千万円未満

１百万円以上

５百万円未満

０円以上 

１百万円未満

マイナス資本 

数 値 ５ ３ ２ １ －２ 

 

（３） 流動比率 

流 動 

比 率 

１５０以上 

 

１３０以上 

１５０未満 

１１０以上 

１３０未満 

９０以上 

１１０未満 

７０以上 

９０未満 

７０未満 

 

数 値 １５ １２ ９ ６ ３ １ 

（４） 自己資本比率 

自己資

本比率 

５０以上 

 

４０以上 

５０未満 

３０以上 

４０未満 

２０以上 

３０未満 

１０以上 

２０未満 

１０未満 

 

数 値 １５ １２ ９ ６ ３ １ 

（５） 従業員数 

従 業 

員 数 

３００人以上 １００人以上 

３００人未満 

５０人以上 

１００人未満

１０人以上 

５０人未満 

１０人未満 

数 値 １０ ８ ６ ４ １ 

（６） 営業期間 

営 業 

期 間 

１０年以上 

 

５年以上 

１０年未満 

３年以上 

５年未満 

２年以上 

３年未満 

１年以上 

２年未満 

１年未満 

 

数 値 １０ ８ ６ ４ ２ ０ 

（７） 障害者雇用状況 

雇 用 

状 況 

雇用率 

１．８％以上 

雇用率 

１．８％未満

数 値 ５ ０ 

※雇用率１．８％以上とは、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭

和３５年法律第１２３号）に基づく障害者雇用率を達成している

ことをいう（雇用義務はないが雇用している場合を含む。） 

（８） ＩＳＯ認証取得 

９０００シリーズ １４０００シリーズ 認 証 

取 得 有 無 有 無 

数 値 ５ ０ １０ ０ 

 



３ 格付基準 

格 付 基  準 

Ａ 資格審査数値が７０点以上 

Ｂ 資格審査数値が５０点以上７０点未満 

Ｃ 資格審査数値が５０点未満 

 


